
〇地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号） 

第七十八条の二 公立大学法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年

度のいずれかに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなけ

ればならない。この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適

用しない。 

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績 

二 中期目標に期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中

期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間に

おける業務の実績 

２ 公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、

各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号、又は第三号に定める事項及び当該事項に

ついて自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しな

ければならない。 

３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、

行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実

績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果

を考慮して行わなければならない。 

４ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価

の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるとき

は、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 

５ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項後

段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を設立団体の長

に報告するとともに、公表しなければならない。 

６～７（略） 

第七十九条 評価委員会が公立大学法人について前条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終

了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績又は同項第三項に規定する中期目標の期間

における業務の実績に関する評価を行うに当たっては、学校教育法第百九条第二項に規定する認

証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。  
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○札幌市地方独立行政法人法施行細則（平成１８年規則第３８号）

（業務実績等報告書）

第２０条 法第７８条の２第２項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書の

いずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければ

ならない。

 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報

告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績につ

いて自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及

び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目


